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議案第７０号 南部町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 新旧対照表 

新 旧 

目次 目次 

第1章 総則(第1条―第22条) 第1章 総則(第1条―第22条) 

第2章 家庭的保育事業(第23条―第27条) 第2章 家庭的保育事業(第23条―第27条) 

第3章 小規模保育事業 第3章 小規模保育事業 

第1節 通則(第28条) 第1節 通則(第28条) 

第2節 小規模保育事業A型(第29条―第31条) 第2節 小規模保育事業A型(第29条―第31条) 

第3節 小規模保育事業B型(第32条・第33条) 第3節 小規模保育事業B型(第32条・第33条) 

第4節 小規模保育事業C型(第34条―第37条) 第4節 小規模保育事業C型(第34条―第37条) 

第4章 居宅訪問型保育事業(第38条―第42条) 第4章 居宅訪問型保育事業(第38条―第42条) 

第5章 事業所内保育事業(第43条―第49条) 第5章 事業所内保育事業(第43条―第49条) 

第6章 雑則(第50条)  

附則 附則 

(保育所等との連携) (保育所等との連携) 

第7条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を行う者(以下「居宅訪

問型保育事業者」という。)を除く。以下この条、次条第1項、第8条の

3第2項、第15条第1項及び第2項、第16条第1項、第2項及び第5項、第

17条並びに第18条第1項から第3項までにおいて同じ。)は、利用乳幼

児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業者等に

よる保育の提供の終了後も満3歳以上の児童に対して必要な教育(教育

基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項に規定する法律に定める学

第7条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を行う者(以下「居宅訪

問型保育事業者」という。)を除く。以下この条、次条第1項、第8条の

3第2項、第15条第1項及び第2項、第16条第1項、第2項及び第5項、第

17条並びに第18条第1項から第3項までにおいて同じ。)は、利用乳幼

児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業者等に

よる保育の提供の終了後も満3歳以上の児童に対して必要な教育(教育

基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項に規定する法律に定める学
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校において行われる教育をいう。以下この条において同じ。)又は保育

が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保

育所(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定す

る保育所をいう。)、幼稚園(同項に規定する幼稚園をいう。)又は認定

こども園(同項に規定する認定こども園をいう。)(以下「連携施設」と

いう。)を適切に確保しなければならない。ただし、連携施設の確保が

著しく困難であると町が認める地域において家庭的保育事業等(居宅訪

問型保育事業を除く。第17条第2項第3号において同じ。)を行う家庭

的保育事業者等については、この限りでない。 

校において行われる教育をいう。第3号     において同じ。)又は保育

が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保

育所(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定す

る保育所をいう。)、幼稚園(同項に規定する幼稚園をいう。)又は認定

こども園(同項に規定する認定こども園をいう。)(以下「連携施設」と

いう。)を適切に確保しなければならない。ただし、連携施設の確保が

著しく困難であると町が認める地域において家庭的保育事業等(居宅訪

問型保育事業を除く。第17条第2項第3号において同じ。)を行う家庭

的保育事業者等については、この限りでない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼

児(事業所内保育事業の利用乳幼児にあっては、第43条に規定するそ

の他の乳児又は幼児に限る。以下この号及び第4項第1号において同

じ。)を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保

護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教

育又は保育を提供すること。 

(3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼

児(事業所内保育事業の利用乳幼児にあっては、第43条に規定するそ

の他の乳児又は幼児に限る。以下この号              において同

じ。)を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保

護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教

育又は保育を提供すること。 

2・3 （略） 2・3 （略） 

4 町長は、次のいずれかに該当する                                

                                      ときは、第1項第3号の規定

を適用しないこととすることができる。 

4 町長は、家庭的保育事業者等による第1項第3号に掲げる事項に係る

連携施設の確保が著しく困難であると認めるときは、同号      の規

定を適用しないこととすることができる。 

(1) 町長が、法第24条第3項の規定による調整を行うに当たって、家

庭的保育事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先

的に取り扱う措置その他の家庭的保育事業者等による保育の提供の
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終了に際して、利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き

必要な教育又は保育が提供されるよう必要な措置を講じていると

き。 

(2) 家庭的保育事業者等による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施

設の確保が、著しく困難であると認めるとき(前号に該当する場合を

除く。)。 

 

5 前項(第2号に該当する場合に限る。)の場合において、家庭的保育事

業者等は、法第59条第1項に規定する施設のうち、次に掲げるもの(入

所定員が20人以上のものに限る。)であって、町長が適当と認めるもの

を第1項第3号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保

しなければならない。 

5 前項                             の場合において、家庭的保育事

業者等は、法第59条第1項に規定する施設のうち、次に掲げるもの(入

所定員が20人以上のものに限る。)であって、町長が適当と認めるもの

を第1項第3号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保

しなければならない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(保育の内容) (保育の内容) 

第26条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基

準(昭和23年厚生省令第63号)第35条に規定する内閣総理大臣が定める

指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する乳幼児の心

身の状況等に応じた保育を提供しなければならない。 

第26条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基

準(昭和23年厚生省令第63号)第35条に規定する厚生労働大臣が定める

指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する乳幼児の心

身の状況等に応じた保育を提供しなければならない。 

(設備の基準) (設備の基準) 

第29条 小規模保育事業A型を行う事業所(以下「小規模保育事業所A

型」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。 

第29条 小規模保育事業A型を行う事業所(以下「小規模保育事業所A

型」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

(7) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」とい

う。)を2階に設ける建物は、次のア、イ及びカの要件に、保育室等

(7) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」とい

う。)を2階に設ける建物は、次のア、イ及びカの要件に、保育室等
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を3階以上に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものである

こと。 

を3階以上に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものである

こと。 

ア （略） ア （略） 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同

表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設

又は設備が1以上設けられていること。 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同

表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設

又は設備が1以上設けられていること。 

階 区分 施設又は設備 

2階 常用  （略） 

避難用  （略） 

3階 常用  （略） 

避難用  （略） 

4階

以上

の階 

常用  （略） 

避難用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各

号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項各号

に規定する構造の屋内階段については、当該屋内階段

の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられてい

る階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニ

ー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造

を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するも

のに限る。)                                      

                                            を通

じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4

号及び第10号を満たすものとする。) 

階 区分 施設又は設備 

2階 常用  （略） 

避難用  （略） 

3階 常用  （略） 

避難用  （略） 

4階

以上

の階 

常用  （略） 

避難用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各

号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項各号

に規定する構造の屋内階段については、当該屋内階段

の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられてい

る階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニ

ー又は外気に向かって開くことのできる窓若しくは排

煙設備(同条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定

めた構造方法を用いるものその他有効に排煙すること

ができると認められるものに限る。)を有する付室を通

じて連絡することとし、かつ、同条第3項第2号、第3

号及び第9号 を満たすものとする。) 
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2・3 （略） 
 

2・3 （略） 
 

ウ～ク （略）  ウ～ク （略） 

(職員) (職員) 

第30条 （略） 第30条 （略） 

2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数

の合計数に1を加えた数以上とする。 

2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数

の合計数に1を加えた数以上とする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童(法第6条の3第10項第2号の規定に

基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。) おおむね15人

につき1人 

(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童(法第6条の3第10項第2号の規定に

基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。) おおむね20人

につき1人 

(4) 満4歳以上の児童 おおむね25人につき1人 (4) 満4歳以上の児童 おおむね30人につき1人 

3 （略） 3 （略） 

(職員) (職員) 

第32条 （略） 第32条 （略） 

2 保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ、当該各

号に定める数の合計数に1を加えた数以上とし、そのうち半数以上は

保育士とする。 

2 保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ、当該各

号に定める数の合計数に1を加えた数以上とし、そのうち半数以上は

保育士とする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童(法第6条の3第10項第2号の規定に

基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。) おおむね15人

につき1人 

(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童(法第6条の3第10項第2号の規定に

基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。) おおむね20人

につき1人 

(4) 満4歳以上の児童 おおむね25人につき1人 (4) 満4歳以上の児童 おおむね30人につき1人 
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3 （略） 3 （略） 

(居宅訪問型保育事業) (居宅訪問型保育事業) 

第38条 居宅訪問型保育事業者は、次に掲げる保育を提供するものとす

る。 

第38条 居宅訪問型保育事業者は、次に掲げる保育を提供するものとす

る。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 母子家庭等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129

号)第6条第5項に規定する母子家庭等をいう。)の乳幼児の保護者が

夜間及び深夜の勤務に従事する場合又は保護者の疾病、疲労その他

の身体上、精神上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児

を養育することが困難な場合への対応等、保育の必要の程度及び家

庭等の状況を勘案し、居宅訪問型保育を提供する必要性が高いと町

が認める乳幼児に対する保育 

(4) 母子家庭等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129

号)第6条第5項に規定する母子家庭等をいう。)の乳幼児の保護者が

夜間及び深夜の勤務に従事する場合                             

                                                             

                        への対応等、保育の必要の程度及び家庭

等の状況を勘案し、居宅訪問型保育を提供する必要性が高いと町が

認める乳幼児に対する保育 

(5) （略） (5) （略） 

(設備の基準) (設備の基準) 

第44条 事業所内保育事業(利用定員が20人以上のものに限る。以下こ

の条、第46条及び第47条において「保育所型事業所内保育事業」とい

う。)を行う事業所(以下「保育所型事業所内保育事業所」という。)の

設備の基準は、次のとおりとする。 

第44条 事業所内保育事業(利用定員が20人以上のものに限る。以下こ

の条、第46条及び第47条において「保育所型事業所内保育事業」とい

う。)を行う事業所(以下「保育所型事業所内保育事業所」という。)の

設備の基準は、次のとおりとする。 

(1)～(7) （略） (1)～(7) （略） 

(8) 保育室等を2階に設ける建物は、次のア、イ及びカの要件に、保

育室等を3階以上に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するもの

であること。 

(8) 保育室等を2階に設ける建物は、次のア、イ及びカの要件に、保

育室等を3階以上に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するもの

であること。 

ア （略） ア （略） 
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イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同

表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設

又は施設が1以上設けられていること。 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同

表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設

又は施設が1以上設けられていること。 

階 区分 施設又は設備 

2階 常用  （略） 

避難用  （略） 

3階 常用  （略） 

避難用  （略） 

4階以

上の

階 

常用  （略） 

避難用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各

号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項各号

に規定する構造の屋内階段については、当該屋内階段

の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられてい

る階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニ

ー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造

を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するも

のに限る。)                                      

                                            を通

じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4

号及び第10号を満たすものとする。) 

2・3 （略） 
 

階 区分 施設又は設備 

2階 常用  （略） 

避難用  （略） 

3階 常用  （略） 

避難用  （略） 

4階以

上の

階 

常用  （略） 

避難用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各

号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項各号

に規定する構造の屋内階段については、当該屋内階段

の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられてい

る階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニ

ー又は外気に向かって開くことのできる窓若しくは排

煙設備(同条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定

めた構造方法を用いるものその他有効に排煙すること

ができると認められるものに限る。)を有する付室を通

じて連絡することとし、かつ、同条第3項第2号、第3

号及び第9号 を満たすものとする。) 

2・3 （略） 
 

ウ～ク （略） ウ～ク （略） 

(保育所型事業所内保育事業所の職員) (保育所型事業所内保育事業所の職員) 
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第45条 （略） 第45条 （略） 

2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数

の合計数以上とする。ただし、保育所型事業所内保育事業所一につき

2人を下回ることはできない。 

2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数

の合計数以上とする。ただし、保育所型事業所内保育事業所一につき

2人を下回ることはできない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童(法第6条の3第12項第2号の規定に

基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。) おおむね15人

につき1人 

(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童(法第6条の3第12項第2号の規定に

基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。) おおむね20人

につき1人 

(4) 満4歳以上の児童 おおむね25人につき1人 (4) 満4歳以上の児童 おおむね30人につき1人 

3 （略） 3 （略） 

(小規模型事業所内保育事業所の職員) (小規模型事業所内保育事業所の職員) 

第48条 （略） 第48条 （略） 

2 保育事業者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る数の合計数に1を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士と

する。 

2 保育事業者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る数の合計数に1を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士と

する。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童(法第6条の3第12項第2号の規定に

基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。) おおむね15人

につき1人 

(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童(法第6条の3第12項第2号の規定に

基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。) おおむね20人

につき1人 

(4) 満4歳以上の児童 おおむね25人につき1人 (4) 満4歳以上の児童 おおむね30人につき1人 

3 （略） 3 （略） 

第6章 雑則  
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(電磁的記録) 

第50条 家庭的保育事業者等及びその職員は、記録、作成その他これら

に類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文

書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によ

って認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をい

う。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定

されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に

供されるものをいう。)により行うことができる。 
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議案第７１号 南部町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例 新旧対照表 

新 旧 

目次 目次 

第1章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の運営に関す

る基準 

第1章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の運営に関す

る基準 

第1節 総則(第1条―第3条) 第1節 総則(第1条―第3条) 

第2節 特定教育・保育施設の運営に関する基準 第2節 特定教育・保育施設の運営に関する基準 

第1款 利用定員に関する基準(第4条) 第1款 利用定員に関する基準(第4条) 

第2款 運営に関する基準(第5条―第34条) 第2款 運営に関する基準(第5条―第34条) 

第3款 特例施設型給付費に関する基準(第35条・第36条) 第3款 特例施設型給付費に関する基準(第35条・第36条) 

第3節 特定地域型保育事業者の運営に関する基準 第3節 特定地域型保育事業者の運営に関する基準 

第1款 利用定員に関する基準(第37条) 第1款 利用定員に関する基準(第37条) 

第2款 運営に関する基準(第38条―第50条) 第2款 運営に関する基準(第38条―第50条) 

第3款 特例地域型保育給付費に関する基準(第51条・第52条) 第3款 特例地域型保育給付費に関する基準(第51条・第52条) 

第2章 特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(第53条―

第61条) 

第2章 特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(第53条―

第61条) 

第3章 雑則(第62条)  

附則 附則 

(内容及び手続の説明及び同意) (内容及び手続の説明及び同意) 

第5条 （略） 第5条 （略） 

 2 特定教育・保育施設は、利用申込者からの申出があった場合には、
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前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところによ

り、当該利用申込者の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電

子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方

法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」とい

う。)により提供することができる。この場合において、当該特定教

育・保育施設は、当該文書を交付したものとみなす。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち、ア又はイに掲げるもの 

ア 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機と利用申込者の使

用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、

受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する

方法 

イ 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファ

イルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じ

て利用申込者の閲覧に供し、当該利用申込者の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的

方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場

合にあっては、特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備

えられたファイルにその旨を記録する方法) 

(2) 磁気ディスク、光ディスクその他これらに準ずる方法により一定

の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調整するファ

イルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 

 3 前項各号に掲げる方法は、利用申込者がファイルへの記録を出力す

ることによる文書を作成することができるものでなければならない。 
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 4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、特定教育・保育施設の使

用に係る電子計算機と、利用申込者の使用に係る電子計算機とを電気

通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 

 5 特定教育・保育施設は、第2項の規定により第1項に規定する重要事

項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者に対し、

その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電

磁的方法による承諾を得なければならない。 

(1) 第2項各号に規定する方法のうち、特定教育・保育施設が使用す

るもの 

(2) ファイルへの記録の方式 

 6 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設は、当該利用申込

者から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨

の申出があったときは、当該利用申込者に対し、第1項に規定する重

要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利

用申込者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでな

い。 

(特定教育・保育の取扱方針) (特定教育・保育の取扱方針) 

第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ

て、それぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子どもの

心身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければ

ならない。 

第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ

て、それぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子どもの

心身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければ

ならない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 幼稚園 幼稚園教育要領(学校教育法(昭和22年法律第26号)第25 (3) 幼稚園 幼稚園教育要領(学校教育法(昭和22年法律第26号)第25
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条第1項の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程そ

の他の教育内容に関する事項をいう。) 

条     の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程そ

の他の教育内容に関する事項をいう。) 

(4) 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚

生省令第63号)第35条の規定に基づき保育所における保育の内容に

ついて内閣総理大臣が定める指針 

(4) 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚

生省令第63号)第35条の規定に基づき保育所における保育の内容に

ついて厚生労働大臣が定める指針 

2 （略） 2 （略） 

(掲示等) (掲示  ) 

第23条 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の見やすい場

所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、利用者負担その他の利用

申込者の特定教育・保育施設の選択に資すると認められる重要事項を

掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆に

よって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的

に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)

により公衆の閲覧に供しなければならない。 

第23条 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の見やすい場

所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、利用者負担その他の利用

申込者の特定教育・保育施設の選択に資すると認められる重要事項を

掲示しなければならない                                         

                                                               

                                                               

                                     。 

第37条 特定地域型保育事業(事業所内保育事業を除く。)の利用定員(法

第29条第1項の確認において定めるものに限る。以下この節において

同じ。)の数は、家庭的保育事業にあっては1人以上5人以下とし、小規

模保育事業A型(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成2

6年厚生労働省令第61号)第28条に規定する小規模保育事業A型をい

う。第42条第3項第1号において同じ。)及び小規模保育事業B型(同条

に規定する小規模保育事業B型をいう。第42条第3項第1号において同

じ。)にあっては6人以上19人以下とし、小規模保育事業C型(同条に規

定する小規模保育事業C型をいう。附則第4条において同じ。)にあっ

第37条 特定地域型保育事業(事業所内保育事業を除く。)の利用定員(法

第29条第1項の確認において定めるものに限る。以下この節において

同じ。)の数は、家庭的保育事業にあっては1人以上5人以下とし、小規

模保育事業A型(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成2

6年厚生労働省令第61号)第28条に規定する小規模保育事業A型をい

う。第42条第3項第1号において同じ。)及び小規模保育事業B型(同条

に規定する小規模保育事業B型をいう。第42条第3項第1号において同

じ。)にあっては6人以上19人以下とし、小規模保育事業C型(同条に規

定する小規模保育事業C型をいう。附則第3条において同じ。)にあっ
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ては6人以上10人以下とし、居宅訪問型保育事業にあっては1人とす

る。 

ては6人以上10人以下とし、居宅訪問型保育事業にあっては1人とす

る。 

2 （略） 2 （略） 

(内容及び手続の説明及び同意) (内容及び手続の説明及び同意) 

第38条 （略） 第38条 （略） 

 2 第5条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による文書の交付に

ついて準用する。 

(特定教育・保育施設等との連携) (特定教育・保育施設等との連携) 

第42条 特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以

下この項から第5項までにおいて同じ。)は、特定地域型保育が適正か

つ確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提供されるよ

う、次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又は

保育所(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならな

い。ただし、連携施設の確保が著しく困難であると町が認める地域に

おいて特定地域型保育事業を行う特定地域型保育事業者については、

この限りでない。 

第42条 特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以

下この項から第5項までにおいて同じ。)は、特定地域型保育が適正か

つ確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提供されるよ

う、次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又は

保育所(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならな

い。ただし、連携施設の確保が著しく困難であると町が認める地域に

おいて特定地域型保育事業を行う特定地域型保育事業者については、

この限りでない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けて

いた満3歳未満保育認定子ども(事業所内保育事業を利用する満3歳未

満保育認定子どもにあっては、第37条第2項に規定するその他の小

学校就学前子どもに限る。以下この号及び第4項第1号において同

じ。)を、当該特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満3歳未

満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づ

(3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けて

いた満3歳未満保育認定子ども(事業所内保育事業を利用する満3歳未

満保育認定子どもにあっては、第37条第2項に規定するその他の小

学校就学前子どもに限る。以下この号              において同

じ。)を、当該特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満3歳未

満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づ
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き、引き続き当該連携施設において受け入れて教育・保育を提供す

ること。 

き、引き続き当該連携施設において受け入れて教育・保育を提供す

ること。 

2・3 （略） 2・3 （略） 

4 町長は、次のいずれかに該当する                                

                                        ときは、第1項第3号の規

定を適用しないこととすることができる。 

4 町長は、特定地域型保育事業者による第1項第3号に掲げる事項に係

る連携施設の確保が著しく困難であると認めるときは、同号      の

規定を適用しないこととすることができる。 

(1) 町長が、児童福祉法第24条第3項の規定による調整を行うに当た

って、特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供を受けて

いた満3歳未満保育認定子どもを優先的に取り扱う措置その他の特

定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供の終了に際して、

当該満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の

希望に基づき、引き続き必要な教育・保育が提供されるよう必要な

措置を講じているとき。 

 

(2) 特定地域型保育事業者による第1項第3号に掲げる事項に係る連携

施設の確保が著しく困難であると認めるとき(前号に該当する場合を

除く。)。 

 

5 前項(第2号に係る部分に限る。)の場合において、特定地域型保育事

業者は、児童福祉法第59条第1項に規定する施設のうち、次に掲げる

もの(入所定員が20人以上のものに限る。)であって、町長が適当と認

めるものを第1項第3号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適

切に確保しなければならない。 

5 前項                         の場合において、特定地域型保育事

業者は、児童福祉法第59条第1項に規定する施設のうち、次に掲げる

もの(入所定員が20人以上のものに限る。)であって、町長が適当と認

めるものを第1項第3号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適

切に確保しなければならない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

6～9 （略） 6～9 （略） 
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(特定地域型保育の取扱方針) (特定地域型保育の取扱方針) 

第44条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関す

る基準第35条の規定に基づき保育所における保育の内容について内閣

総理大臣が定める指針に準じ、それぞれの事業の特性に留意して、小

学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定地域型保育の提供を

適切に行わなければならない。 

第44条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関す

る基準第35条の規定に基づき保育所における保育の内容について厚生

労働大臣が定める指針に準じ、それぞれの事業の特性に留意して、小

学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定地域型保育の提供を

適切に行わなければならない。 

(特別利用地域型保育の基準) (特別利用地域型保育の基準) 

第51条 （略） 第51条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により特別利用地域型保育を

提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域

型保育給付費には特例地域型保育給付費(法第30条第1項の特例地域型

保育給付費をいう。次条第3項において同じ。)を、それぞれ含むもの

として、この節(第40条第2項を除き、前条において準用する第8条か

ら第14条まで(第10条及び第13条を除く。)、第17条から第19条まで及

び第23条から第33条までを含む。次条第3項において同じ。)の規定を

適用する。この場合において、第39条第2項中「利用の申込みに係る

法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの数」とあるのは「利用

の申込みに係る法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの数」

と、「満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除

く。以下この節において同じ。)」とあるのは「同条第1号又は第3号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(第52

条第1項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあって

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により特別利用地域型保育を

提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域

型保育給付費には特例地域型保育給付費(法第30条第1項の特例地域型

保育給付費をいう。次条第3項において同じ。)を、それぞれ含むもの

として、この節(第40条第2項を除き、前条において準用する第8条か

ら第14条まで(第10条及び第13条を除く。)、第17条から第19条まで及

び第23条から第33条までを含む。次条第3項において同じ。)の規定を

適用する。この場合において、第39条第2項中「利用の申込みに係る

法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの数」とあるのは「利用

の申込みに係る法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの数」

と、「満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除

く。以下この節において同じ。)」とあるのは「同条第1号又は第3号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(第52

条第1項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあって
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は、当該特定利用地域型保育の対象となる同条第2号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)」と、

「同号」とあるのは「同条第3号」と、「法第20条第4項の規定による

認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を

受ける必要性が高いと認められる満3歳未満保育認定子どもが優先的

に利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序により

決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本

方針等に基づく選考その他公正な方法により」と、第43条第1項中

「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護

者(特別利用地域型保育の対象となる法第19条第1号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給

付認定保護者を除く。)」と、同条第2項中「法第29条第3項第1号に掲

げる額」とあるのは「法第30条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基

準により算定した費用の額」と、同条第3項中「前2項」とあるのは

「前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「前2項」と、「掲げ

る費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(第13条第4項第3号

ア又はイに掲げるものを除く。)に要する費用」と、同条第5項中「前

各項」とあるのは「前3項」とする。 

は、当該特定利用地域型保育の対象となる同条第2号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)」と    

                               、「法第20条第4項の規定による認

定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受

ける必要性が高いと認められる満3歳未満保育認定子どもが優先的に

利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序により決

定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方

針等に基づく選考その他公正な方法により」と、第43条第1項中「教

育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(特

別利用地域型保育の対象となる法第19条第1号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認

定保護者を除く。)」と、同条第2項中「法第29条第3項第1号に掲げる

額」とあるのは「法第30条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準に

より算定した費用の額」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前

項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「前2項」と、「掲げる費

用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(第13条第4項第3号ア又

はイに掲げるものを除く。)に要する費用」と、同条第5項中「前各

項」とあるのは「前3項」とする。 

第3章 雑則 

(電磁的記録等) 

第62条 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者又は特定子ども・

子育て支援提供者(以下この条において「特定教育・保育施設等」とい

う。)は、記録、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条

例の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副
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本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる

情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同

じ。)により行うことが規定されているものについては、当該書面等に

代えて、当該書面等に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他

人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であ

って、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下こ

の条において同じ。)により行うことができる。 

2 特定教育・保育施設等は、この条例の規定による書面等の交付又は

提出については、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合

には、当該書面等の交付又は提出に代えて、第4項で定めるところに

より、教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定保護者(以下

この条において「教育・保育給付認定保護者等」という。)の承諾を得

て、当該書面等に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」と

いう。)を電子情報処理組織(特定教育・保育施設等の使用に係る電子

計算機と、教育・保育給付認定保護者等の使用に係る電子計算機とを

電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条におい

て同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であ

って次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)に

より提供することができる。この場合において、当該特定教育・保育

施設等は、当該書面等を交付又は提出したものとみなす。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち、ア又はイに掲げるもの 

ア 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と教育・保育給

付認定保護者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回

線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられた
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ファイルに記録する方法 

イ 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて教育・保育

給付認定保護者等の閲覧に供し、教育・保育給付認定保護者等の

使用に係る電子計算機に備えられた当該教育・保育給付認定保護

者等のファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による

提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあって

は、特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられた

ファイルにその旨を記録する方法) 

(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調

製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 

3 前項各号に掲げる方法は、教育・保育給付認定保護者等がファイル

への記録を出力することによる文書を作成することができるものでな

ければならない。 

4 特定教育・保育施設等は、第2項の規定により記載事項を提供しよう

とするときは、あらかじめ、当該記載事項を提供する教育・保育給付

認定保護者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内

容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

(1) 第2項各号に規定する方法のうち、特定教育・保育施設等が使用

するもの 

(2) ファイルへの記録の方式 

5 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設等は、当該教育・

保育給付認定保護者等から文書又は電磁的方法により、電磁的方法に

よる提供を受けない旨の申出があったときは、当該教育・保育給付認
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定保護者等に対し、第2項に規定する記載事項の提供を電磁的方法に

よってしてはならない。ただし、当該教育・保育給付認定保護者等が

再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

6 第2項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による同

意の取得について準用する。この場合において、第2項中「書面等の

交付又は提出」とあり、及び「書面等に記載すべき事項(以下この条に

おいて「記載事項」という。)」とあるのは「書面等による同意」と、

「第4項」とあるのは「第6項において準用する第4項」と、「提供す

る」とあるのは「得る」と、「書面等を交付又は提出した」とあるの

は「書面等による同意を得た」と、「記載事項」とあるのは「同意に

関する事項」と、「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、

「受けない」とあるのは「行わない」と、「交付する」とあるのは

「得る」と、第3項中「前項各号」とあるのは「第3項において準用す

る前項各号」と、第4項中「第2項」とあるのは「第6項において準用

する第2項」と、「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よ

う」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようとする」

と、同項第1号中「第2項各号」とあるのは「第6項において準用する

第2項各号」と、前項中「前項」とあるのは「第6項において準用する

前項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、

「第2項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定に

よる書面等による同意の取得」と読み替えるものとする。 

 


